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おしらせＨＯＴコーナー　案内おしらせＨＯＴコーナー　案内
八
潮
市
議
会
定
例
会
の
傍
聴

　
平
成
２９
年
第
２
回
八
潮
市
議
会
定
例
会

を
６
月
１
日
㈭
か
ら
２０
日
㈫
ま
で
開
会
し

て
い
ま
す
。

一
般
質
問
日　
６
月
１５
日
㈭
・
１６
日
㈮
・

１９
日
㈪

※
一
般
質
問
と
は
、
議
員
が
市
の
仕
事
全

般
に
つ
い
て
、
執
行
機
関
か
ら
現
在
の
状

況
や
こ
れ
か
ら
の
考
え
を
聞
く
こ
と

払
各
日
４２
人
（
当
日
先
着
順
）

物
議
事
調
査
課
☎
焚
２
７
７

会
議
の
開
催

●
第
１
回
八
潮
市
検
診
等
に
関
す
る
専
門

部
会
の
傍
聴

腹
６
月
２０
日
㈫　
午
後
１
時
３０
分
～
２
時

３０
分

複
保
健
セ
ン
タ
ー
医
師
控
室

淵
平
成
２８
年
度
が
ん
検
診
に
お
け
る
が
ん

確
定
報
告
な
ど
に
つ
い
て

払
５
人
（
当
日
先
着
順
）

物
健
康
増
進
課
☎
９９５
・
３
３
８
１

●
第
１
回
八
潮
市
健
康
と
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会
の
傍
聴

腹
７
月
５
日
㈬　
午
後
１
時
１５
分
～
２
時

３０
分

複
保
健
セ
ン
タ
ー
医
師
控
室

淵
健
康
づ
く
り
行
動
計
画
及
び
食
育
推
進

計
画
の
進
捗
状
況
・
平
成
２９
年
度
「
や
し

お
毎
日
１
万
歩
運
動
」
の
実
施
に
つ
い
て

払
５
人
（
当
日
先
着
順
）

物
健
康
増
進
課
☎
９９５
・
３
３
８
１

●
第
１
回
八
潮
市
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進

審
議
会
の
傍
聴

腹
７
月
１３
日
㈭　
午
後
１
時
３０
分
～
３
時

３０
分　

複
八
潮
メ
セ
ナ
会
議
室

淵
第
７
期
八
潮
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

・
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
な
ど
に
つ

い
て

払
１０
人
（
当
日
先
着
順
）

物
長
寿
介
護
課
☎
焚
４
４
７

防
災
行
政
無
線
を
用
い
た

緊
急
地
震
速
報
訓
練
放
送

　
国
か
ら
の
地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
緊

急
情
報
を
伝
達
す
る
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス

テ
ム
（
Ｊ
―
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）
と
、
市
の
防

災
行
政
無
線
の
連
動
を
確
認
す
る
た
め
、

試
験
放
送
を
行
い
ま
す
。

腹
７
月
５
日
㈬　
午
前
１０
時
１５
分
ご
ろ

淵
▼
防
災
行
政
無
線
チ
ャ
イ
ム
▼
こ
ち
ら

は
、
防
災
や
し
お
で
す
▼
た
だ
今
か
ら
訓

練
放
送
を
行
い
ま
す
▼
緊
急
地
震
速
報
チ

ャ
イ
ム
音
▼
緊
急
地
震
速
報
。
大
地
震
で

す
。
大
地
震
で
す
▼
こ
れ
は
、
訓
練
放
送

で
す
（
３
回
）
▼
こ
ち
ら
は
、
防
災
や
し

お
で
す
▼
こ
れ
で
、
訓
練
放
送
を
終
わ
り

ま
す
▼
防
災
行
政
無
線
チ
ャ
イ
ム

※
災
害
や
天
候
に
よ
り
、
試
験
を
中
止
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

物
危
機
管
理
防
災
課
☎
焚
３
０
５

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
寿
楽
荘
・

す
え
ひ
ろ
荘
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
臨
時
休
館

　
施
設
内
の
整
備
を
行
う
た
め
、
休
館
し

ま
す
。

腹
７
月
８
日
㈯

物
寿
楽
荘
☎
９９５
・
２
８
４
７
、
す
え
ひ
ろ

荘
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
☎
９３６
・
９

１
８
１

新
庁
舎
建
設
に
係
る
市
民
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
に
ご
協
力
を

　
市
で
は
、
庁
舎
を
建
替
え
に
よ
り
耐
震

化
を
図
る
と
し
た
「
八
潮
市
庁
舎
耐
震
化

方
針
」
を
定
め
ま
し
た
。

　
新
庁
舎
の
建
設
に
向
け
た
取
り
組
み
を

進
め
る
に
あ
た
り
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
意

見
を
お
聴
き
し
ま
す
。
調
査
の
対
象
に
な

っ
た
方
は
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

腹
６
月
１２
日
㈪
～
２８
日
㈬

覆
３
０
０
０
人
（
市
内
在
住
の
１８
歳
以
上

の
方
か
ら
無
作
為
抽
出
）

淵
郵
送
に
よ
る
調
査

物
財
政
課
☎
焚
８
４
５

不
妊
検
査
費
助
成
事
業

　
夫
婦
そ
ろ
っ
て
受
け
た
不
妊
検
査
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

覆
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
▼
申
請
時

に
法
律
上
の
婚
姻
を
し
て
い
る
夫
婦
で
、

双
方
ま
た
は
一
方
が
市
内
に
住
民
登
録
が

あ
る
方
▼
不
妊
検
査
開
始
時
に
妻
の
年
齢

が
４３
歳
未
満
の
夫
婦

対
象
と
な
る
不
妊
検
査　
▼
指
定
医
療
機

関
（
都
道
府
県
な
ど
の
長
が
指
定
す
る
特

定
不
妊
治
療
を
実
施
す
る
医
療
機
関
）
の

医
師
が
、
不
妊
症
の
診
断
の
た
め
に
必
要

と
認
め
た
一
連
の
検
査
※
指
定
医
療
機
関

と
連
携
し
た
医
療
機
関（
泌
尿
器
科
）が
実

施
し
た
検
査
も
可
※
医
療
保
険
適
用
・
適

用
外
を
問
わ
な
い
▼
夫
婦
と
も
に
受
け
た

不
妊
検
査
で
、
そ
の
期
間
の
終
期
が
助
成

す
る
年
度
で
あ
る
検
査
▼
検
査
開
始
か
ら

終
了
ま
で
６
カ
月
以
内
に
実
施
し
た
検
査

助
成
金
額　
上
限
額
２
万
円
（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）
、夫
婦
１
組
に
つ
き

１
回
ま
で

物
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
９９５
・
３
３
８
１

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

　
家
屋
を
新
築
ま
た
は
増
改
築
し
た
場
合
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
。
そ
の
税
額
を
算
出
す
る
た
め
、
市

の
職
員
に
よ
る
「
家
屋
調
査
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
調
査
は
、
家
屋
の
内
部
（
間

取
り
・
設
備
な
ど
）
を
確
認
し
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
家
屋
、

取
り
壊
し
を
し
た
家
屋
が
あ
り
ま
し
た
ら

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

物
資
産
税
課
☎
焚
３
０
２

臨
時
福
祉
給
付
金（
経
済
対
策
分
）

申
請
受
付
中

腹
７
月
３１
日
㈪
ま
で

覆
平
成
２８
年
度
分
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
な
い
方
（
課
税
者
の
扶
養
に
な
っ
て
い

る
方
を
除
く
）

※
未
申
請
の
方
に
は
、
６
月
１５
日
以
降
に

申
請
書
を
再
送
付
し
ま
す
の
で
必
ず
期
間

内
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

物
八
潮
市
給
付
金
専
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

錆
０
１
２
０
・
８４０
・
９２０
（
受
付
＝
午
前
９

時
～
午
後
５
時
※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
）
ま
た
は
社
会
福
祉
課
☎
焚
８
１
０

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
強
調
月
間

―
７
月
１
日
～
３１
日
―

　
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
は
、
す
べ
て

の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を

犯
し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を

合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社

会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国
的
な
運
動
で
す
。

物
さ
い
た
ま
保
護
観
察
所
企
画
調
整
課
☎

０４８
・
８６１
・
８
２
８
７

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
啓
発
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン

腹
７
月
８
日
㈯　
午
後
３
時
３０
分
～
５
時

複
八
潮
駅
北
口
周
辺

淵
大
原
中
学
校
吹
奏
楽
部
と
ジ
ャ
ズ
ミ
ュ

ー
ジ
シ
ャ
ン
に
よ
る
演
奏
、
啓
発
資
料
配

布
な
ど

物
社
会
福
祉
課
☎
焚
８
２
２

草
加
都
市
計
画
事
業
大
瀬
古

新
田
土
地
区
画
整
理
事
業
の

事
業
計
画
変
更
の
縦
覧

腹
６
月
２０
日
㈫
～
７
月
３
日
㈪
（
土
・
日

曜
日
を
含
む
）

複
区
画
整
理
課

淵
大
瀬
古
新
田
地
区
の
事
業
計
画
変
更
の

縦
覧

意
見
書
の
提
出

　
意
見
の
あ
る
方
は
、
７
月
１８
日
（
郵
送

の
場
合
は
消
印
有
効
）
ま
で
に
、
埼
玉
県

知
事
あ
て
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

覆
利
害
関
係
の
あ
る
方

物
区
画
整
理
課
☎
焚
４
６
２

吉
川
美
南
駅
東
口
周
辺
地
区

土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る

環
境
影
響
評
価
書
の
縦
覧

腹
６
月
２３
日
㈮
～
７
月
７
日
㈮
※
八
條
図

書
館
は
午
前
９
時
～
午
後
７
時

複
都
市
計
画
課
、
八
條
図
書
館
、
県
環
境

政
策
課
お
よ
び
県
越
谷
環
境
管
理
事
務
所

な
ど
（
吉
川
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
掲
載
）

物
吉
川
市
吉
川
美
南
駅
周
辺
地
域
整
備
課

☎
９８２
・
９
４
２
５

高
齢
者
ふ
れ
あ
い
の
家
を
開
設

　
高
齢
者
の
心
身
の
健
康
維
持
や
介
護
予

防
の
た
め
、
市
内
の
空
き
家
等
を
活
用
し

た
地
域
で
の
交
流
（
ふ
れ
あ
い
）
の
場
と

し
て
開
設
し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

●
た
ん
ぽ
ぽ
カ
フ
ェ

腹
毎
週
火
曜
日　
午
後
１
時
～
３
時
、
毎

週
木
曜
日　
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

複
八
條
２
８
３
５
―
１５

●
カ
フ
ェ
し
お
ど
め

腹
毎
週
月
・
水
曜
日　
午
後
１
時
～
４
時

複
伊
勢
野
２５7
（（
公
社
）
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
内
）

―
共
通
―

沸
１００
円

※
事
前
申
込
不
要
、
祝
日
は
お
休
み

物
長
寿
介
護
課
☎
焚
４
４
８

シ
ル
バ
ー
・
ド
ラ
イ
バ
ー
・
ド
ッ
ク

腹
６
月
２６
日
㈪　
午
前
９
時
～

複
八
潮
自
動
車
教
習
所
（
木
曽
根
５１１
）

覆
市
内
在
住
の
６５
歳
以
上
で
普
通
免
許
を

所
持
し
て
い
る
方

淵
教
習
指
導
員
に
よ
る
自
動
車
運
転
の
安

全
度
チ
ェ
ッ
ク
、
安
全
運
転
の
ア
ド
バ
イ

ス払
４０
人
（
申
込
順
）

沸
無
料

仏
６
月
２１
日
ま
で
に
、
草
加
警
察
署
交
通

課
（
☎
９４３
・
０
１
１
０
）
へ

案
内
案
内

お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

Ｈ
Ｏ
Ｔ

Ｈ
Ｏ
Ｔ
コ
ー
ナ
ー

コ
ー
ナ
ー

市役所の電話
996-2111

FAX
995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した
内容が聞き取れなかった
場合、再度聞き直せます
（定時放送を除く）。通話
料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

　市内に本店などのある施工業者を利用し、お住まいの住宅改修工事を
する市民の皆さんに、その費用の一部を補助する制度です。

対象住宅 �
　申込資格を満たしている方が所有し居住している個人住宅で、市内に
ある住宅。なお、集合住宅は個人の専用部分とします。
補助金額 �
　１０万円（税別）以上の工事で、工事額の３０パーセント（１,０００円未満
切り捨て）※上限額１０万円、予算枠に達し次第締め切り
対象工事 �
▼市内に本店などを有する施工業者が行う、１０万円（税別）以上のリフ
ォーム工事
▼補助金の交付が決定されてから着工し、平成３０年３月１６日までに完了
する工事
※すでに改修工事を着工している方や、改修工事が完了している方は対
象外
▼建物の内外装の改修および修繕、建物の増改築など
※平成２９年度から外構工事も対象となります（門扉、塀、外灯などの設
置および改修）
申込資格 �
　次のすべてに該当する方
▼申込日現在、市内に１年以上住民登録している方
▼申込日現在、市税の滞納のない方
▼対象工事が、市で実施している同様の補助制度を受けていない方
▼過去に同じ住宅で、この補助金を受けていない方
※平成２８年度までに一度でもこの補助金を利用した方は、利用できません
申込方法 �
　６月２７日から１２月２８日までに、所定の申請用紙（商工観光課または市
ホームページで入手）などを商工観光課窓口へ（郵送不可）、６月２７日・
２８日は市役所第２会議室で受付
※本人または同居の親族以外の方が申請書を提出するときは、本人の委
任状が必要です。
※案内チラシは、商工観光課の窓口で配布しています。

八潮市住宅改修資金補助金

物商工観光課☎奮４７９


